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閣議後記者会見概要く関係部分抜粋1

日時,二平成14年3月22日く釦 9こ26-9.ニ51

場所ニ厚生労働省記者会見場

0記者

C型肝炎の話なんですけれど.こちらの厚生労働省の対応が遅れているとL一う指摘も

あるようですけれども.大臣のお考えを聞かせていただけますか.

0大臣

私.就任させていただきましてから.最優先課題としてこの間題進めさせていただい

ているわけでございますが.歴史的に見ますとこの間題に対する対応が遅れていたこと

だけは事実だというふうに思います. C型肝炎そのものの実態が明確になったのが非常

に遅れたということもあろうかと恩います. C型肝炎ウイルスが発見されましたのが1
9 8 8年でしたか.平成元年ぐらいだったというふうに記憶いたしておりますが. C型

肝炎ウイルスが発見をされましたその後.それを今度は検査をする検査方法lそれが確

立をしましたのが.Jやはリ平成2年から3年にかけてぐらいだったと思います.そうし

たことがございまして.日本におきましてもC型肝炎ウイルスに対する検査が導入され

ましたのが平成元年からでございますが.改正をされまして本格的な検査が導入されま

したのは平成4年からでございます.この頃から-様に0.何パ-セント 0. 1パ二

セントとか.それぐらいはそれでや尚かつそこをくぐり抜けるのはいるけれども.その
ぐらいに抑えることが出来るようになったということでございます.

私がこの血液に関わリを持ちました頃.かなり前の話でございますが.その頃は売血

が主体でございまして..ですからそれは昭和4 0年ですから1 9 6 5年くらいですかね.

そのくらいだった時には.この保存血液の売血が中心でしたけれども. 5 0パ-セント

ぐらい,いわゆるその頃C型肝炎というのは分からなかったものですから.輸血後肝炎,

あるいはまた血清肝炎.こういうふうに呼んでおりましたo 5 0パ-セントぐらい羅患

をしていたわけでございます.そしてそれを献血に切リ替えてなんとかこれをくい止め

ようというふうにしたわけでございますが.献血に切り替えましても尚かつ-3 0パ-セ

ントぐらいの血清肝炎.輸血の肝炎の発生率がかなリ長い間琴いておりました.これは

なぜ献血に切り替えても続くのかというのが良く分からなかったわけでございますが.

-つは病院で亮血によります血液と献血によります血液の双方をミックスして使って

いたということも考えられますし.あるいはその他の医療の中における開題も無しとは

しないという..Slうに思っておりましたが,それがやはり落ち着いてまいりましたのが1



9 8 0年代,ですから昭和5 0年代になりましてようやく輸血の血液によりまして血清

肝炎の起こる人が約-剖, 1 0パ-セン卜前後.そのぐらいのところまでは抑えること

が出来たというふうに恩っておりますが,尚かつそれだけの血清肝炎が発生してきたわ

けでございます.

昨日来.皆さん方の方の新聞紙に取り上げられております間是引ま1 9 7 7年ですから.

昭和5 2年ですかlその頃日本におきましては.輸血用の血液によリましても1 0パ-

セント前後の発生率があった時代でございますoフイブリノゲンとか.そういう血液製

剤を作ります前に,li-人の人の血液ではなくて多くの人の血液をミックスして.そして
-つの製剤を作るものですから. -つの製剤の中に多くの人の血液が入っておりますの

で.この血清肝炎に羅る確率というのは非常に高いことも事実でございます.したがっ

て.アメリ力が1 977年,昭和52年に製造禁止しました理由も.多分多くの血液を

使っている血液製剤は血清肝炎に羅患する可能性が高いということが-つの大きな理

由ではなかったかというふうに恩いますoそうではなくて.それに変わるベきクリオと

Llうようなことがよく言われておLJますがl -人の人の血液を使ったその製品.代替品

を使ってやることの方が血清肝炎を予防するという意味で非常に効果があるl効果があ

ると申しますか.危険性が少ないという判断ではなかったかという,S,うに私は想像いた

しておリます.そこがアメリ力の偉いところでございまして,日本の中には血液.ある

いは血液製剤を使うことによって,その後血清肝炎.輸血後肝炎というものが起こるこ

とはなんとなく止むを得ないことという.そういう雰囲気と申しますか,そうしたもの

が医療界全般にありましたことも事実でございまして,どうしてそれを減らしていくか

ということに対する努力.そしてそれをどうしたら避けることが出来るかということに

対する取リ組みというのがJF常に私は遅れていた時代だというふうに思っております.

全体がそういうことでございまして,旧厚生省としましてもその頃の.したがって取り

組みが非常に甘かったと言わざるを得ない.

それ以後.今日に至ります経過をずっとこのエイズの間題. C型肝炎の間題.あるい

は若干血液からは外れますけれども.ヤコブ病の間題等々.それらのことを考えていき

ますと.やはLJ厚生労働省として考え直さなければならないいくつかの点があるという

ふうに思います.その-つはやはリこの生命に関わる分野.とりわけ薬剤であリますと

か.医療機器であリますとか.あるいは食品でありますとかlそうした分野に対する人

の配置というものが十分であったかどうかということだと恩います.ヤコプの時におき

ましても. 1 9 7 3年当時.医療用具の担当者というのは-人の人がやっていた.これ

は年間7 0 0件も8 00件もあるわけでございますからlそれを国内における間題.外

国からの間題. 1人で処理するというのはそれは大変なことだと恩います.そしてその

人に外国からの文献まで読めといったってそれは読めるものではないと思うんですね.

ですからそういう人の配置の間題というものに,やはリ配慮が十分であったかといった

ことをl今我々は反省しなければならないという,.S-うに思っています.これからまた新



しいゲノムの聞題等々l新しい間題も出てまいりますし,こうした医療器具.あるいは

また医薬品.あるいは食品の中にも薬なのか食晶なのかというような境界線上のものも

ございますし.こうしたところのものにつきましては.やはリ十分な配慮が必要であリ

ますし,人の配置というものもしなければならないという,.Slうに思っておりますo

もう-つの私は反省点としては,世界の状況,外国の進歩の状況,いわゆる世界の動

きというものIt対して,もう少しやはり敏感にならなければいけない,対応しなければ

ならないo文献の吟味と申しますか,そうしたものにつきましてももう少しやはり積極

的に取り組まなければならない,.そういうふうに思います.ですからこの厚生労働省に

はもちろん文系の優秀な人も入ってくるわけでありますが.技術系の.医師を姶めとし

て.優秀な人がたくさん入ってくるのですけれども,すぐ辞めてしまうlやはりそうい

う人達にはそれなりの仕事をさせないからではないかと払は思っております.優秀な人

を集めておいてl毎日コピ-ばかりさせておいては.それはその人達も嫌気をさして.

それは辞めてしまうのではないか.それなりのやはり.何も初めから特別な扱いをしよ

うというふうに私は言いませんけれども.そうしたいろいろの訓練もしなければなりま

せんが,そうした本来やらなければならないことももう少し真剣にやるということをや

つていかないと,やはリ世界から遅れてしまう.世界から遅れるだけではなくて.世界

のいろいろの研究結果というものに対して十分に対応できない.そんな気がいたします.

これはヤコブの時にも言われたことでございますが,もう-つはその厚生労働省及び

その所管する研究所等を持っておリまして.その中にはいろいろの.ことが書かれておLJ

ましても.そのことが厚生行政そのものにそれが反映されて来ない.ただその研究所の

中の研究者の学間的興味に終わってしまっている.やはりそれではいけないのでlそこ

はひとつそのことが即.敏感に打てぱ響くように行政の中に反映されてこなければいけ

ないというふうに思うております.その辺のことにつきましても反省をしなけれぱなら

ない.エイズのことやヤコプのことがございましてからかなり内部の体制は立て直しを

されておりますし,そうした研究所の皆さん方と.そしてこの行政.この厚生労働省の

中と-体となっていろいろと話し合いをする機会も作.られて串りますから.前のような

ことはないというふうに恩いますけれども.その辺のところももっと締め直していかな

ければならないのだろうという,Slうに反省をいたしております.

そうした反省点を踏まえてこれからいろいろのことを手がけていかなければなリま

せんが.さてl開題は過去のC型肝炎に羅患をしてしまった人たちに対して-体どうす

るかとL一う間題.これは最大の課題になるだろうというふうに思います.従いまして.

今年は予算要求におきまして.とにかく過去にそういう輸血であLJますとか.血液製剤

を便いました皆さん方の検査をして.そしてどの人が肝炎に羅患し.そして確患しただ

けではなくて現在もウイルスを持っているのかどうかといったようなことを明確にす

るということがス夕-卜でございますけれどもlそれをやりながら,じゃあその人たち

に対してどう手を打つのか.現在非常に治療方法も限られておリますが.しかし最近C



型肝炎に対する研究もかなり活発になってまいりましたし.新しいこういう薬を今開発

をしておるというような二ユ-スも聞いているところでございまして.もう少し研究対

象の中にもC型肝炎に対する研究をしていただくところを増やすということも大事で

ございますし,この皆さん方に対して早く手を打てるような体制を国としても取らなけ

ればならないというふうに思っております.今年の予算でというわけにはまいリません

から.こうした間題は来年度予算の,厚生労働省の中でも大きな課題になるものという

..Slうに思っている次第でございます.以上感じておりますことを申し述ベた次第でござ

います.

0記者

羅患者ヘの対応というのは救済とかというものも含めてですか.

0大臣

-番大事なことは救済と申しますか.この営さん方の治療をどうするかということだ

ろうと思うんですね.羅患をしている人たちl土対しましてはoですから現在のイン夕-

フェ口ン-本槍のようなことではなかなか十分な対応が出来ませんので,ここをどうし

ていくかということが大事だと恩います.こうした人たちに対する常に監視を怠らない.

体の状況に対する監視を怠らない.万が-悪化の兆しがあったときにどういうふうに手

を打てるか.まあその辺の整理がもう少し必要ですし.新しい研究の必要性もあるだろ

うという,pSlうに思っております.

0記者

フイブリノゲンの話ですけれども. F DAが禁止をした2年後に今で言う国立感染症

研究所の方がそのことを著書に書いておられるという報道があLJまして,そのことどこ

まで厚生労働省として把握しているのかということをお伺いしたいのですがo

O大臣

ちょっとその頃のことを僕もよく分かりませんけれども,多分ですね.それはいわゆ

る研究者としての知識はあったんだろうという..Slうに思いますが.そのことを即厚生労

働省の行政にすぐ取り入れなければならないということにはならなかったんだろうとt

まず二呪状から考えますとなってないわけでありますから.多分そういう話にならなかっ

た.それはそういうふうに書かれたことすら厚生労働省に本省の方が知らなかったのれ

それともお書きになった先生がそうしたことをおっしやらなかうたのか,まあ良く分か

リませんけれども.そうしたところにそれが進まなかったのだろうoですからいわゆる

研究者は学間的興味は持ちますけれども.それを即行政に生かすということがなかなか

不得手である.なかなかそういうふうに今までなっていない.それはこのC型肝炎だけ



の間題のみならず.ハンセンの時もそうでございますし.エイズの時もそうでございま

したし.今回も同じパ夕-ンだとL一うふうに思っております.ですから行政の側の間題

もございますがl研究者としての姿勢.これはもう全体の日本における研究者としての

姿勢の間題も私はあるとD学者は自分がやっておLJます周辺のことについての学閉的興

味というものは非常に強いわけでございますが.そのことをどう行政に反映させるかと

いったことについての思いというのはlあまリ持ち合わせていない人が過去には多かっ

た,硯在はどうか知りませんけれども.そういう傾向が日本の中にはあったということ

は事実だという.Slうに恩います.これはもう反省しなければならない点だと私は思いま

す.


